
■ 活動の実施・記録 

・ 多面的機能支払交付金により更新等を行った施設（財産）及び、機械や器具等の
物品については、活動期間終了後においても、事業計画認定時の条件や工事に関す
る確認書や農林畜水産業関係補助金等交付規則別表（第5条関係）の耐用年数に基
づき、定められた管理者が適切に管理することになります。 

・ また、土地改良区等（市町村を除く）の施設において更新等を行い、活動組織が
財産を取得した場合、速やかにその財産を土地改良区等に譲渡する必要があります。 

（必要となる資料や具体的な手続きは、あらかじめ土地改良区等と協議し、指示を受
けて下さい。） 

・ これらを確実かつ円滑に行うため、活動組織において財産管理台帳を作成するこ
とは非常に重要です。 

※ 処分制限期間内に、交付金の目的以外の譲渡、使用等を行う場合は、地方農政局長
等の承認が必要となります。 
（施設の従前の所有者である土地改良区等への譲渡については、交付金の目的に反し
て行われるものではないため、地方農政局長等への承認申請不要です。） 

 

財産の処分制限期間について 

活動組織が更新等を行った施設については、処分制限期間内は、交付金の目的に反
した譲渡、使用等が制限されます。※ 

この処分制限期間は、耐用年数を勘案して施設毎に定められるものです。詳しい内
容については、広-57，広-58ページの財産の耐用年数の例を参考にして下さい。 
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（１）財産の取扱いについて 

（２）財産管理台帳の整備 

・ 更新等を行った施設については、活用した交付金の種類を問わず、その都度、財
産管理台帳に整理し保管する必要があります。 

・ また、１件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具と農林畜水産業関係
補助金等交付規則別表（第５条関係）に揚げるものについても、同様に財産管理台
帳に整理が必要です。 

・ 財産管理台帳には、施設の構造・規格、施工箇所、処分制限期間等を記載します。 

※ 財産管理台帳（様式第１－10号）の様式については、処分制限期間欄及び処分
の状況を含む独自様式で管理することもできます。 

※ 軽微な事務用品や物品、燃料等の消耗品、施設の補修工事等に使われる材料など
については台帳で整理する必要はありません。 

３．財産管理台帳 
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■ 活動の実施・記録 

財産の耐用年数について 

財産の名称、構造等 具体例 
耐用年数 
（年） 

構築物     
  農林業用のもの     

    
主としてコンクリート造、れんが造、石造又は物品ブロック造
のもの 

    

      その他のもの 
コンクリート製水路、現場打ち水路、
農道側溝の蓋（コンクリート二次製
品） 

17 

    主として金属造のもの 
ゲート、バルブ、金網フェンス、鳥獣
害防護柵（電気柵） 14 

    主として木造のもの 水田魚道、柵 5 
    その他のもの 遮水シート（ため池堤体） 8 
  緑化施設及び庭園     

    
その他の緑化施設及び庭園（工事緑化施設に含まれるものを除
く。） 

防風林 20 

  舗装道路及び舗装路面     

    コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの コンクリート舗装、砂利舗装 15 
    アスファルト敷又は木れんが敷のもの アスファルト舗装 10 
  前掲のもの以外のもの     
    金属造のもの     
      送配管     

      鋳鉄製のもの 鋳鉄管（水路） 30 
        鋼鉄製のもの 鋼管（水路） 15 
    合成樹脂のもの 塩ビ管、合成樹脂管（水路） 10 
車両及び運搬具     
  前掲のもの以外のもの     
    その他のもの     

      その他のもの 一輪車 4 
工具     

  治具及び取付工具 レンチ 3 
  切削工具 ディスクグラインダー、のこぎり 2 
  前掲のもの以外のもの     

    主として金属製のもの タガネ、ハンマー 8 
    その他のもの スコップ（柄が木製） 4 

○多面的機能支払交付金における財産の耐用年数の例 
 （農林畜水産業関係補助金等交付金規則別表（第５条関係）を参照） 
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具体例として記載がない施設や物品等については、
市町村の担当窓口へお問合せください。 



財産の名称、構造等 具体例 
耐用年数 
（年） 

器具及び備品     

  
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品（他の項に揚げるものを除
く。） 

    

    事務机、事務いす及びキャビネット     

      主として金属製のもの 机、椅子 15 
      その他のもの 机、椅子 8 
    その他の家具     

      ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 
プロジェクター、スクリーン、マイク
（ハンドマイクを含む）、アンプ、ス
ピーカー 

5 

  事務機器及び通信機器     
    電子計算機     

      パーソナルコンピューター（サーバー用のものを除く。） パソコン 4 

    
複写機、計算機（電子計算機を除く。）金銭登録機、タイムレ
コーダーその他これらに類するもの 

プリンター 5 

  時計、試験機器及び測定器     

    度量衡器 はかり 5 
  光学機器及び写真制作機器     

    カメラ、映画投影機、映写機及び望遠鏡 カメラ、ドローン 5 
  看板及び広告機器     

    看板 啓発用看板 3 
    その他のもの     

      その他のもの のぼり 5 
  容器及び金庫     
    ドラムかん、コンテナーその他の容器     

      その他のもの プラスチックコンテナー、プランター 2 
      金庫 金庫 20 
  前掲のもの以外のもの     
    その他のもの     

      その他のもの 防草シート、防風ネット 5 
機械及び装置     

  農業用設備 
草刈機、モア（草刈りアタッチメン
ト）、トラクター用除雪機（アタッチ
メント）、チェーンソー、ポンプ 

7 

ソフトウエア     

  その他のもの 事務支援ソフト、書籍 5 

■ 活動の実施・記録 

○耐用年数1年未満の消耗品類 
 ・コピー用紙、ボールペン、のり、テープ、ＣＤ－Ｒ、メモリー、事務用はさみ、   
  ホッチキス、はんこ等の軽微な事務用品 
  ・軍手、タオル、ブラシ、ほうき、移植ごて、コーキングガン、ビニール傘、 
   タッパ、種子、花苗等の軽微な物品 
  （使い捨て又は長持ちしないもので安価なもの） 
○機械の燃料、潤滑油、乾電池、草刈り機替刃等の消耗品 
○セメント、アスファルト、砕石、コーキング材、塗料、薬剤等、補修工事等に使 
 われる材料 

財産管理台帳で整理する必要がないものの例 
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